
軽自動車の種類 窓口

1 2 5 cc 以下のバイ ク 、 農耕作業用車両、 小型特殊自動車など 税務課 課税係　 ℡0 9 6 7（ 6 7 ） 2 7 0 3

軽二輪（ 1 2 5 cc を 超2 5 0 cc 以下）、 小型二輪（ 2 5 0 cc を 超） 熊本運輸支局　 ℡0 5 0（ 5 5 4 0 ） 2 0 8 6

三輪以上の軽自動車
軽自動車検査協会 熊本事務所

℡0 5 0（ 3 8 1 6 ） 1 7 5 8

〈 問い合わせ〉税務課 課税係　 ℡0 96 7（ 6 7）2 70 3

税 務 課 か ら の お 知 ら せ 税

　 固定資産税は、毎年「 賦課期日」である 1 月1 日に、

土地、 家屋、 償却資産( こ れら を 総称し て以下「 固

定資産」 と いう ) を 所有し ている 人が、 その固定資

産の価格を 基に算定さ れた税額を 、 その固定資産

の所在する市町村に納める 税金です。

固定資産税について
■固定資産税と は

　 軽自動車税は、 毎年4 月1 日現在の所有者または使用者に課税さ れます。 以下に該当する 場合は必ず手

続き を 行っ てく ださ い。

軽自動車やバイ ク などの登録・ 廃車の手続きはお済みですか？

　 登録手続き を 行い、 標識（ ナンバープレ ート ） の交付を 受けてく ださ い。

■車両を 取得し た場合または未登録のまま所有し ている未使用車両がある場合

　 廃車手続き 、 も し く は所有者（ 使用者） 変更の手続き を し てく ださ い。

• 農耕作業用車両（ ト ラ ク タ ーなど）や小型特殊自動車（ フ ォ ーク リ フ ト など）も 課税対象です。

• 現在使用し ていない車両でも 所有し ていれば課税さ れます。

• 公道を 走行し ない（ 敷地内や田畑でのみ使用する） 車両も 課税さ れます。

■廃車・ 譲渡を 行っ た場合または村外へ転出し て定置場が変更になっ た場合

■手続き の窓口

　 固定資産税を 納める 人は、 原則と し て毎年1 月

1 日時点の固定資産の所有者です。

※未登記の土地・ 家屋は、 土地・ 家屋課税台帳に所有者と

し て登録さ れている人または法人

■納税義務者と は

　 固定資産の登記名義人などが賦課期日（ 1 月1 日) 前

に死亡または消滅（ 法人） し ている 場合、 賦課期日に

おいて現に所有し ている人が納税義務者になり ます。

　 現に所有し ている 人と は、 一般的に死亡し た人の

相続人と な り ま す。 し かし 、 死亡し た人( 消滅し た

法人) が生前に売買・ 贈与などで所有権を 譲り 渡し て

いる場合は、 生前に所有権を取得し た人と なり ます。

■固定資産の所有者が死亡し ている場合

　 相続人など である こ と を 知っ た時点で、「 相続人

代表者指定（ 変更） 届出書」 を 提出する 必要があり

ま す。 相続人が2 人以上いる 場合は、 代表者を 決

めたう えで同届出書を 提出し てく ださ い。 翌年度

以降は代表者へ納税通知書を 送付し ます。

　 なお、 同届出書は所有権を 確定する も のではあ

り ま せん。 所有権を 主張する には法務局において

所有権移転の手続き が必要です。

■相続人代表者指定（ 変更） 届出書

• 家屋の新増築や取り 壊し を し たと き

• 家屋の使用について、 住宅を 店舗に、 事務所を

住宅にするなど用途を 変更し たと き

• 未登記家屋の所有者を 変更（ 売買・ 相続など） し

たと き

• 償却資産を 所有ま たは抹消し た

と き

• 固定資産税（ 土地・ 家屋） 納税義

務者で、 村外に住んで いる 人が

住所変更し たと き

■次のよう な場合は税務課へ届け出が必要です

固定資産税についての
詳し く はこ ち ら へ
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